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○八代市有財産取扱規則 

平成１７年８月１日 

規則第１７４号 

改正 平成１８年３月３１日規則第２５号 

平成１９年３月３０日規則第４号 

平成２０年８月２８日規則第４２号 

平成２３年８月１６日規則第２２号 

平成２７年３月３１日規則第１０号 

平成２９年９月８日規則第１８号 

平成３１年３月２２日規則第９号 

令和元年８月１９日規則第１４号 

令和３年２月１６日規則第２号 

目次 

第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 取得（第８条―第１３条） 

第３章 財産の処分（第１４条―第１６条） 

第４章 管理（第１７条―第３０条） 

第５章 物品（第３１条―第４０条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、八代市有財産の取得、処分及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）公有財産 八代市の所有に属する財産のうち、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」

という。）第２３８条第１項各号に掲げるもの（基金に属するものを除く。）をいう。 

（２）行政財産 法第２３８条第４項前段の規定による財産をいう。 

（３）普通財産 法第２３８条第４項後段の規定による財産をいう。 

（４）物品 法第２３９条第１項の規定による物品をいう。 

（行政財産の所属） 

第３条 行政財産については、当該事務又は事業を所管する各課かい及び委員会（以下「主管課」という。）

に所属させる。ただし、同一行政財産で２以上の主管課に属するものがある場合は、市長がその所属を

定める。 

（普通財産の所属） 

第４条 普通財産は、財務部財産経営課に所属させる。 

（財産の管理） 

第５条 各主管課の長（以下「主管課長」という。）は、当該課に所属する財産を管理しなければならな

い。 

（総括事務） 

第６条 財務部財産経営課長（以下「財産経営課長」という。）は、財産の取得、処分及び管理の適正を

図るためその事務を統一し現状を明らかにし必要な調整をしなければならない。 

２ 財産経営課長は、前項の事務を行うために随時職員を派遣して財産の管理状況を実地について調査し、

必要があるときは、関係主管課長に対して財産の用途の変更、廃止又は所管換その他必要な処置を求め

ることができる。 

（財産事務の合議） 

第７条 次に掲げる場合においては、主管課長は、財産経営課長に合議しなければならない。 

（１）行政財産とする目的で財産を取得しようとするとき。 

（２）行政財産を処分しようとするとき。 

（３）行政財産を使用させようとするとき。 

（４）行政財産としての用途又は目的を変更し、又は廃止しようとするとき。 

（５）行政財産を各主管課の間で所管換しようとするとき。 

第２章 取得 

（財産取得前の措置） 

第８条 主管課において財産を取得しようとするときは、主管課長はあらかじめ、当該財産について所有
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権及び私権の設定の有無その他必要な事項を調査しなければならない。 

２ 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定その他特殊な義務の負担（以下この章において「私権等」

という。）がある場合は、その取得前に次に掲げる区分による措置をしなければならない。 

（１）行政財産にしようとする財産の取得にあっては私権等の排除 

（２）前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適正な措置 

（財産の買入れ） 

第９条 主管課において財産を買い入れようとするときは、次に掲げる事項を具し、八代市事務決裁規程

（平成１７年八代市訓令第７号。以下「事務決裁規程」という。）の規定に基づく決裁を受けなければ

ならない。ただし、財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。 

（１）買い入れようとする理由 

（２）所在地及び地番 

（３）土地の地目及び面積、建物の構造及び面積又はその他の財産における種類及び数量等 

（４）買入予定価格及びその単価 

（５）価格算定の根拠 

（６）相手方の住所及び氏名。ただし、法人の場合は、その名称及び代表者の氏名 

（７）予算額及び経費の支出科目 

（８）契約書案 

（９）関係図面（字図写し、位置図、実測図） 

（10）土地建物に関する登記事項証明書 

（11）買入建物の敷地が第三者の所有に係るものについては、その数量、所有者の住所及びその承諾書 

（12）その他参考となる事項 

（代金等の支払） 

第１０条 財産又は物品を取得したときは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続を完了した

後その他のものにあっては、引渡しを受けた後でなければ買受代金又は交換差金の支払をしてはならな

い。ただし、前金払でなければ取得し難いもの又は市長が特に必要と認めたものは、この限りでない。 

（財産の寄附受納） 

第１１条 主管課において財産又は物品の寄附を受納しようとするときは、次に掲げる事項を具し、事務

決裁規程の規定に基づく決裁を受けなければならない。ただし、財産又は物品の性質によりその記載事

項の一部を省略することができる。 

（１）寄附を受納しようとする理由 

（２）所在地名及び地番 

（３）土地の地目及び面積、建物の構造及び面積又はその他の財産又は物品における種類、数量等 

（４）財産又は物品の時価見積額及び見積単価 

（５）寄附しようとする者の住所及び氏名。ただし、法人の場合はその名称及び代表者の氏名 

（６）関係図面（字図写し、位置図、実測図） 

（７）土地建物については登記事項証明書 

（８）寄附建物の敷地が第三者の所有に係るものについては、その数量、所有者の住所氏名及びその承

諾書 

（９）寄附に際し条件があるものについてはその内容 

（10）寄附者が公共団体又はその他の法人である場合は、当該議決機関の議決書写又はこれに代わる書

類の写し 

（11）寄附申込書（様式第１号） 

（12）その他参考となる事項 

（新築、増改築又は移築の報告） 

第１２条 主管課において建物を新築し、増改築し、又は移築したときは、次に掲げる事項を財産経営課

長に報告しなければならない。 

（１）新築、増改築又は移築の理由（名称、使用目的等） 

（２）建設敷地の所在地名及び地番（移築にあっては従前の敷地の分を含む。） 

（３）敷地の地目及び面積並びに取得価格 

（４）敷地の所有者の氏名及び承諾書（市有地を除く。） 

（５）新築、増改築又は移築をした建物の構造及び面積、数量 

（６）建築価格 

（７）竣工年月日 

（８）関係図面 
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（登記） 

第１３条 取得した財産の登記については、建設部用地課長がその手続をしなければならない。 

２ 各主管課長は、前項の登記に必要な関係書類を遅滞なく建設部用地課長に引き継がなければならない。 

第３章 財産の処分 

（財産の売却又は譲与） 

第１４条 財産経営課長は、普通財産を売却し、又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を具し、

事務決裁規程の規定に基づく決裁を受けなければならない。ただし、普通財産の性質により又は譲与の

場合においては、その記載事項の一部を省略することができる。 

（１）処分する理由 

（２）所在地名及び地番 

（３）土地の地目及び面積、建物の構造及び面積又はその他の財産に掲げる種類、数量等 

（４）処分予定価格及びその単価 

（５）価格算定の根拠 

（６）予算計上額及び歳入科目 

（７）代金納付の方法及び時期 

（８）一般競争入札により処分する場合は、入札の時期、場所及び入札心得書案 

（９）指名競争入札により処分する場合は、指名者の氏名、入札執行の時期、場所及び入札心得書案 

（10）随意契約により処分する場合は、その相手方の住所及びその氏名。ただし、法人の場合はその名

称及び代表者の氏名 

（11）契約書案 

（12）その他参考となる事項 

（交換） 

第１５条 主管課長は、八代市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例（平成１７年八代市条例第

２３７号）第２条の規定により財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を具し、事務決裁規程

の規定に基づく決裁を受けなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項の一部を省略す

ることができる。 

（１）交換しようとする理由（使用目的） 

（２）取得しようとする財産の所在地名及び地番 

（３）取得しようとする財産の明細 

（４）交換に供する財産の台帳（副本）記載事項 

（５）取得しようとする財産及び交換に供する財産の見積価格及びその算定根拠 

（６）相手方の住所及び氏名 

（７）交換差金があるときは、その額及びその納入又は支払の方法並びに予算額及び経費の歳入、歳出

科目 

（８）相手方が交換差金の請求権を放棄するときは、その申出書の写し 

（９）取得しようとする財産の関係図面（字図写し、位置図、実測図） 

（10）取得しようとする財産の登記事項証明書 

（11）その他参考となる事項 

（建物の取壊し） 

第１６条 主管課長は、その管理する建物を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項を具し、事務決裁

規程の規定に基づく決裁を受けなければならない。 

（１）取り壊す理由 

（２）当該財産の台帳（副本）記載事項 

（３）取り壊す建物の構造及び数量 

（４）取壊し工事費の予定価格 

（５）取壊し後の保管又は処分の方法 

（６）関係図面 

（７）その他参考となる事項 

第４章 管理 

（財産の維持及び保存） 

第１７条 主管課長は、その所管に属する財産について、常にその現況を把握し、特に次の事項に注意し

なければならない。 

（１）財産の維持、保存及び使用の適否 

（２）使用させ、又は貸し付けた財産の使用収益及びその使用料又は貸付料の適否 
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（３）土地の境界 

（４）財産の増減とその証拠書類との符合 

（５）財産と財産台帳及びその附属図面との符合 

（６）財産台帳記載事項の適否 

（財産台帳） 

第１８条 財産台帳（様式第２号）は正副２部とし、財産経営課長がその正本を、公有財産の所属する課

の課長がその副本を備えて公有財産の区分、種目に従い記録整理し、常に公有財産の状況及び異動の状

況を明らかにしておかなければならない。 

２ 財産台帳の正本及び副本には、土地、建物並びに法第２３８条第１項第４号及び第５号に規定する権

利についての図面その他参考となる資料を附属させておかなければならない。 

（異動の報告） 

第１９条 主管課長は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度財産台帳副本

に記録整理し、財産異動報告書（様式第３号）に関係図面を添えて、直ちに財産経営課長に報告しなけ

ればならない。 

（定期報告） 

第２０条 主管課長は、その所管に属する公有財産について、毎年３月３１日現在における市有財産数量

定期報告書（様式第４号）を作成し、４月１５日までに財産経営課長に報告しなければならない。 

２ 財産経営課長は、前項の規定により提出された報告書に基づき、５月３１日までに現在高報告書を作

成し、市長に報告するとともに会計管理者に通知しなければならない。 

（行政財産の用途の変更又は廃止） 

第２１条 主管課長は、行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、その財産の台帳副本（台

帳）記載事項、用途の変更又は廃止の理由その他必要な事項を具し、事務決裁規程の規定に基づく決裁

を受けなければならない。 

２ 主管課長は、行政財産の用途を廃止したときは、用途廃止財産引継書（様式第５号）により直ちに財

産経営課長にこれを引き継がなければならない。ただし、取壊しの目的をもって用途を廃止した場合又

は市長が特に不適当と認めた場合は、この限りでない。 

（行政財産の所管換） 

第２２条 行政財産とする目的で財産の所管換を受けようとする主管課長は、その財産の台帳副本記載事

項、所管換を必要とする理由、関係主管課長の所管換に対する意見、その他必要事項を具し、事務決裁

規程の規定に基づく決裁を受けなければならない。 

２ 前項により所管換を受けた主管課長は、従前の主管課長から所管換財産引継書（様式第６号）により

引継ぎを受けなければならない。 

（会計間の所管変等） 

第２３条 公有財産を他の会計へ所管換をし、又は他の会計の使用に供する場合は、有償として整理する

ものとする。ただし、市長が特に認めたときは、無償として整理することができる。 

（行政財産の使用許可） 

第２４条 行政財産は、条例で別に定めるものを除くほか、次に掲げる場合その使用を許可できるものと

する。 

（１）国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため特に必要と認められ

るとき。 

（２）災害その他の緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させる場合 

（３）当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置する場合 

（４）公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合 

（５）前各号に掲げる場合のほか、市長が公益上特に認める場合、その他行政財産の用途又は目的を妨

げない限度において使用させる場合 

第２５条 主管課長は、前条の許可の申出があったときは、許可を受けようとする者をして行政財産使用

許可申請書（様式第７号）を提出させ、内容調査の上事務決裁規程の規定に基づく決裁を受けなければ

ならない。 

第２６条 第２４条の許可をする場合は、行政財産使用許可証（様式第８号）を交付し、次に掲げる条件

を付するものとする。 

（１）使用者 

（２）使用財産 

（３）使用目的 

（４）使用期間 
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（５）使用料 

（６）使用上の制限 

（７）使用許可の取消権又は変更権の留保 

（８）使用財産の原状回復義務 

（９）財産使用上の賠償義務 

（10）遅延損害金 

２ 前項第４号の使用期間は、次に掲げる期間を超えることができないものとする。 

（１）土地及び土地の定着物（建物を除く。以下この章において同じ。）を使用させる場合 １５年 

（２）建物その他の物件を使用させる場合 ５年 

第２７条 第２４条の許可により使用させている財産について現状変更をしようとする者があるときは、

その者に使用財産変更許可申請書（様式第９号）を提出させるものとする。 

２ 使用期間が満了したとき、又は使用を中止したときは、遅滞なく行政財産の引渡しを受けるものとす

る。 

（行政財産の貸付け又は私権の設定） 

第２８条 行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定しようとする場合においては、次条の規定を準用

する。 

（普通財産の貸付け） 

第２９条 普通財産の貸付けをしようとするときは、その相手方をして普通財産借受申請書（様式第１０

号）を提出させるものとする。 

２ 前項の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができないものとする。 

（１）植樹又は堅固な建物を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、６０年 

（２）前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、３０年 

（３）建物その他の物件を貸し付ける場合は、１０年 

３ 第２７条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。 

４ 普通財産の貸付契約は、第２６条第１項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。 

（普通財産の交換等） 

第３０条 前条第１項の規定は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又は

これに私権を設定しようとするときに準用する。 

２ 前条第２項の規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用し、又は収益させる場合に準用する。 

第５章 物品 

（物品の譲与、譲渡） 

第３１条 八代市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第６条第１号の規定により物品を譲与し、

又は時価よりも低い対価で譲渡することができるのは、次に掲げる場合に限る。 

（１）市の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、フィルム、鉛筆、マ

ッチ、手拭その他これに準ずる物品を配布するとき。 

（２）教育、試験、研究及び調査のための必要な印刷物、写真その他これに準ずる物品及び見本用又は

標本用物品を贈与し、又は譲渡するとき。 

（３）予算に定める交際費又は報償費をもって購入した物品を記念又は報償のため贈与するとき。 

（４）生活必需品、医薬品、衛生材料及びその他の救じゅつ品を災害による被害者その他で応急救助を

要するものに対し贈与し、又は譲渡するとき。 

（５）農林水産物の改良又は増殖を図るため種苗、種卵又は稚魚を贈与し、又は譲渡するとき。 

（６）家畜の改良若しくは増殖を図るため家畜の無償貸付け又は飼育管理の委託を受けた者又は有畜営

農の普及を図るため無償若しくは時価より低い対価で家畜の貸付けを受けた者に対し当該家畜を譲

渡するとき。 

（７）家畜の無償貸付け若しくは飼育管理の委託を受けた者又は有畜営農の普及を図るため無償若しく

は時価よりも低い対価で家畜の貸付けを受けた者に対し、その果実を譲渡するとき。 

（８）普通財産の売却又は譲与を受けた者に対し当該普通財産の売却又は譲与の前に専ら当該普通財産

において使用していた物品を贈与し、又は譲渡するとき。 

（譲与の申請及び報告） 

第３２条 主管課長は、前条第２号又は第５号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次に掲

げる事項を記載した譲与申請書を提出させなければならない。 

（１）申請者の氏名又は名称及び住所 

（２）譲与を受けようとする物品の品名及び数量単価及び価格 

（３）譲与を必要とする理由 
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（４）その他参考となる事項 

２ 主管課長は、前項の規定による譲与の申請書が提出されたときは、市長の決裁を経なければならない。 

３ 前項の規定により譲与が決定されたときは、その譲与について必要な条件を付することができる。 

（物品の無償又は減額貸付け） 

第３３条 八代市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第７条の規定により物品を無償又は減額

して貸し付けることができるのは、別に定めるもののほか、次に掲げる場合に限る。 

（１）市の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷、写真、映写用器材その他これ

に準ずる物品を貸し付けるとき。 

（２）市の事務又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品を貸

し付けるとき。 

（３）教育、試験、研究及び調査のため必要な物品を貸し付けるとき。 

（４）災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品

を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき。 

（５）前各号に定めるものを除くほか、他の地方公共団体その他公共的事業又は活動を行う者に対し物

品を貸し付ける場合において、その目的が公益上必要と認められるとき。 

（貸付期間） 

第３４条 物品の貸付期間は、市長が特に必要と認める場合を除き、１年を超えることができない。 

（貸付条件） 

第３５条 主管課長は、第３３条の規定により物品を貸し付ける場合には、次に掲げる条件を付さなけれ

ばならない。 

（１）貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用（主管課長が貸付けの性質により、これら

の費用を借受人に負担させることが適当でないと認めた場合を除く。）は、借受人において負担する

こと。 

（２）貸付物品は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。 

（３）貸付物品について修繕、改造その他物品の現状を変更しようとするときは、あらかじめ主管課長

の承認を受けること。ただし、軽微な修繕については、この限りでない。 

（４）貸付物品に投じた改良費等の有益費を請求しないこと。 

（５）貸付物品は、転貸し、又は担保に供しないこと。 

（６）貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。 

（７）貸付物品について使用場所が指定された場合には、主管課長が特に承認した場合を除き、指定し

た場所以外の場所では使用しないこと。 

（８）主管課長の指示に従って貸付物品の使用実績の記録及び報告をすること。 

（９）貸付物品は、貸付期間満了の日までに、指定の場所において返納すること。 

（10）借受人が貸付条件に違反したときは、主管課長の指示に従って貸付物品を返納すること。 

（11）主管課長が特に必要があると認めて貸付期間満了前に返納を命じたときは、その指示に従って貸

付物品を返納すること。 

（12）貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を主管課長に提出し、その指示に

従うこと。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損

傷の事実を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。 

（13）主管課長は、貸付物品について、随時に実地調査し、若しくは所要の報告を求め、又は当該物品

の維持、管理及び返納に関して必要な指示をすることができること。 

２ 主管課長は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。 

（貸付けの申請） 

第３６条 主管課長は、第３３条の規定による物品の貸付けを受けようとするものから、次に掲げる事項

を記載した申請書を提出させなければならない。 

（１）申請者の氏名又は名称及び住所 

（２）借り受けようとする物品の品名及び数量 

（３）使用目的及び使用場所 

（４）借受けを必要とする理由 

（５）借受希望期間 

（６）使用期間 

（７）その他参考となる事項 

（貸付けの承認） 

第３７条 主管課長は、第３３条の規定による物品の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記
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載した承認書を申請者に送付するものとする。 

（１）貸付物品の品名及び数量 

（２）貸付期間 

（３）貸付目的 

（４）貸付期日及び引渡場所 

（５）使用場所 

（６）返納期日及び返納場所 

（７）貸付条件 

（借受書） 

第３８条 主管課長は、貸付物品の引渡しをするときは、次に掲げる事項を記載した当該物品の借受書を

提出させなければならない。 

（１）借受物品の品名及び数量 

（２）借受期間 

（３）返納期日 

（４）返納場所 

（５）その他借受けに関する条件 

（貸付物品の亡失又は損傷） 

第３９条 主管課長は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借

受人の責めに帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは

修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。 

（物品の取扱い） 

第４０条 この規則に定めるもののほか、物品の取扱いについては、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市有財産取扱規則（昭和４０年八代市規則第３号）、

坂本村財務規則（平成７年坂本村規則第１０号）、千丁町財務規則（昭和３９年千丁町規則第７号）、

鏡町財務規則（昭和３９年鏡町規則第４号）、東陽村財務規則（昭和３９年東陽村規則第１号）又は泉

村財務規則（平成１１年泉村規則第２号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ

この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１８年３月３１日規則第２５号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日規則第４号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

（収入役として在職するものとされた者が在職する間における読替え） 

４ 改正法附則第３条第１項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における

次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

第１５条の規定による改正後の八

代市有財産取扱規則第２０条第２

項 

会計管理者 地方自治法の一部を改正する法律（平成１８年法

律第５３号）附則第３条第１項の規定により収入

役として在職するものとされた者 

附 則（平成２０年８月２８日規則第４２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年８月１６日規則第２２号） 

この規則は、平成２３年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日規則第１０号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年９月８日規則第１８号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 
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（経過措置） 

３ この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による改正前の八代市有財産取扱規則第６章の規定に

よりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の八代市債権管理条例施行規則の相当規定によりなさ

れたものとみなす。 

附 則（平成３１年３月２２日規則第９号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年８月１９日規則第１４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年２月１６日規則第２号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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様式（省略） 

 


